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お
知
ら
せ

松
前
町
指
定
給
水
工
事

事
業
者
に
つ
い
て

次
の
事
業
者
の
指
定
を
取
り
消

し
ま
し
た
。

・
愛
設
備

（
８
月
３１
日
付
）

高
松
国
税
局
税
務
相
談
室

（
松
山
分
室
）
か
ら
の

お
知
ら
せ

１１
月
１
日
か
ら
、
税
務
署
の
代

表
電
話
番
号
に
電
話
を
か
け
る
と
、

自
動
音
声
案
内
に
よ
り
、
国
税
に

関
す
る
一
般
的
な
相
談
は
電
話
相

談
セ
ン
タ
ー
へ
、
税
務
署
へ
の
個

別
の
用
件
は
税
務
署
へ
つ
な
が
り

ま
す
。（
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
に
つ

な
が
っ
た
場
合
も
、
税
務
署
ま
で

の
通
話
料
金
で
利
用
で
き
ま
す
）

ま
た
、
税
務
相
談
室
松
山
分
室

は
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
に
移
行
し

て
、
電
話
に
よ
る
一
般
的
な
相
談

の
み
行
い
ま
す
の
で
、
面
接
相
談

を
希
望
さ
れ
る
方
は
最
寄
り
の
税

務
署
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

松
山
税
務
署

�
９
４
１
―
９
１
２
１

「
マ
ザ
ー
ズ
サ
ロ
ン
」
の

ご
利
用
案
内

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
プ
ラ
ザ
松
山
で

は
、
子
育
て
を
し
な
が
ら
就
職
を

希
望
し
て
い
る
方
に
対
し
て
、
子

ど
も
連
れ
で
も
お
気
軽
に
相
談
で

き
る
「
マ
ザ
ー
ズ
サ
ロ
ン
」
を
開

い
て
い
ま
す
。

仕
事
と
家
庭
の
両
立
に
つ
い
て

お
悩
み
を
お
持
ち
の
方
は
、
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

対
象
者

・

子
育
て
中
で
、
早
期
に
就
職

を
希
望
す
る
方

・

子
育
て
と
の
両
立
の
た
め
転

職
を
希
望
す
る
在
職
者
で
、
早

期
の
転
職
の
意
思
が
明
確
な
方

・

将
来
的
に
子
育
て
と
の
両
立

を
希
望
し
て
い
る
方

・

子
ど
も
連
れ
で
、
落
ち
着
い

た
雰
囲
気
で
職
業
相
談
を
希
望

す
る
方
な
ど

利
用
時
間

平
日

８
時
３０
分
〜
１７
時
１５
分

土
曜
日

１０
時
〜
１７
時

問
い
合
わ
せ

マ
ザ
ー
ズ
サ
ロ
ン

�
９
１
３
―
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４
１
０

高
齢
者
・
障
害
の
あ
る
人
の

人
権
問
題
に
関
す
る

１２
時
間
電
話
相
談

扶
養
、
介
護
、
社
会
参
加
、
独

居
な
ど
高
齢
者
・
障
害
の
あ
る
人

の
人
権
問
題
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る

相
談
を
次
の
と
お
り
受
付
け
ま
す
。

秘
密
厳
守
・
無
料
で
す
の
で
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
時１０

月
１６
日（
火
）
９
時
〜
２１
時

電
話�

０
１
２
０
‐
０
２
５
‐
５
５
０

問
い
合
わ
せ

松
山
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

�
９
３
２
―
０
８
８
８

『働く未来を考える』
平成１９年１０月１日現在で
就業構造基本調査を実施します

調査の対象となった世帯には、現在「調査
員証」を携行した調査員がお伺いし、調査票
の記入をお願いしています。ご協力をお願い
します。 総務省統計局・愛媛県・松前町
問い合わせ 役場企画財政課 �９８５－４１０１
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１０月中旬から１１月下旬までの１か月半に
わたり、松山都市圏（松山市、伊予市、東
温市、松前町、砥部町）を対象にした交通
実態調査を行います。調査は、個人情報の
保護に十分に配慮して実施しますので、ご
協力をお願いします。
■調査対象 松山都市圏で無作為に選ばれ

た約１８，０００世帯、約４０，０００人（５
歳以上）

■主な内容 人の１日の動きなど〈無記名〉
■調査方法 身分証明書を携帯した調査員

が、対象世帯を訪問し、調査票
の記入を依頼します。
なお、調査票は後日調査員が

回収します。

問い合わせ 松山市都市整備部総合交通課
�９４８－６８４６

総務省では、行政相談制度を広く知ってもらい、
その利用を促進するため、今年は１０月１５日（月）～２１
日（日）までの１週間を「秋の行政相談週間」と定め、
全国的に各種の行事を行うことにしています。
この行事の一環として、松前町でも総務大臣から
任命された行政相談委員が、次のとおり行政相談所
を開設しますので、これを機会にお気軽にご利用く
ださい。相談は無料で、秘密は固く守られます。

日 時 １０月１６日（火）１０時～１５時
場 所 北公民館
相談員 行政相談委員 國田竹孝

行政相談委員 烏谷太紀勇

※ このほか期間外でも、毎月１回行政相談を開催
しています。詳しくは広報まさきのカレンダー「各
相談日」をご覧ください。

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

◆
お
知
ら
せ

・
町
指
定
給
水
工
事
事
業
者

・
マ
ザ
ー
ズ
サ
ロ
ン

・
就
業
構
造
基
本
調
査

・
松
山
都
市
圏
交
通
実
態
調
査

・
税
務
相
談
室

・
人
権
電
話
相
談

・
行
政
相
談
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